
労第４６号 

令和６年４月１１日 

 

 各市町村（岐阜市を除く）主管課長        

 各就労支援機関・事業所の代表者  

 

岐阜県商工労働部労働雇用課長  

 

「障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関する 

Q&A【第三版】」の策定について（通知） 

 

平素から、本県の労働雇用行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記のことについて、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課長より別添のとおり通知

がありましたので、周知します。 
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